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奈良県人事委員会奈良県人事委員会奈良県人事委員会奈良県人事委員会



１１１１----①①①① 給与勧告の対象職員給与勧告の対象職員給与勧告の対象職員給与勧告の対象職員本年の給与勧告・報告の対象となっているのは、給与条例の各給料表適用者15,321人(再任用職員等を除く)であり、昨年より1,079人の減となっています（行政職については、3,541人で昨年より78人の減）。また、対象職員の平均年齢は42.8歳で、昨年と変わりありません(行政職については、昨年より0.1歳低下）。

(平成26年4月1日現在）

H26年4月 H25年4月 増減 H26年4月 H25年4月 増減

全職種 15,321 16,400 △ 1,079 42.8 42.8 0.0

行政 3,541 3,619 △ 78 43.2 43.3 △ 0.1

公安 2,429 2,361 68 38.6 38.9 △ 0.3

教育(一） 29 29 0 49.3 49.6 △ 0.3

教育(二) 2,417 2,437 △ 20 46.0 46.2 △ 0.2

教育(三) 6,271 6,274 △ 3 42.9 43.6 △ 0.7

教育(四) 9 28 △ 19 46.0 45.8 0.2

研究 189 184 5 42.9 43.7 △ 0.8

医療(一) 40 195 △ 155 41.8 43.1 △ 1.3

医療(二) 154 304 △ 150 46.0 43.4 2.6

医療(三) 199 924 △ 725 38.6 35.5 3.1

福祉 42 43 △ 1 45.1 44.5 0.6

特定任期付 0 1 △ 1 - -

任期研究 1 1 0 - -

職員数(人) 平均年齢(歳）



 

 

 

 

 

                                     
 

           （過去１年間の支給状況）                                                                 ＜前年８月から当年７月まで＞                                              
 

 

 

 

             （給与条例の改正）                                 （勧告の取扱いの決定）               

4 月分給与(行政職 3,５４１人) 4 月分給与(3,８１０人を対象) 
奈良県職員給与の調査奈良県職員給与の調査奈良県職員給与の調査奈良県職員給与の調査    ＜個人別給与＞ （１５,３２１人（全員を対象）） 民間給与の調査（実地）民間給与の調査（実地）民間給与の調査（実地）民間給与の調査（実地）    （企業規模５０人以上かつ事業所規模５０人以上） 【対象となる３０１事業所から１１５事業所を無作為抽出】 事業所別調査 従業員別調査 給与改定や 雇用調整等の状況 ボーナス 公民の特別給の公民の特別給の公民の特別給の公民の特別給の    年間支給月数の比較年間支給月数の比較年間支給月数の比較年間支給月数の比較    民間と公務（事務・技術職員）の給与を比較民間と公務（事務・技術職員）の給与を比較民間と公務（事務・技術職員）の給与を比較民間と公務（事務・技術職員）の給与を比較    仕事の種類、役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士の給与を比較（ラスパイレス方式） 情勢適応の原則情勢適応の原則情勢適応の原則情勢適応の原則    （民間準拠）（民間準拠）（民間準拠）（民間準拠）    給料表・手当の改定内容を決定給料表・手当の改定内容を決定給料表・手当の改定内容を決定給料表・手当の改定内容を決定    人事委員会勧告人事委員会勧告人事委員会勧告人事委員会勧告･報告･報告･報告･報告    条例案提出条例案提出条例案提出条例案提出    県議会 知事 

各任命権者、職員団体等の 要望・意見を聴取 人事院勧告（国家公務員）の 内容を検討 
 

１１１１----②②②② 給与勧告の手順給与勧告の手順給与勧告の手順給与勧告の手順奈良県人事委員会では、公民給与の比較の基礎とするため、奈良県職員と民間の給与を調査しています。その結果に基づいて、公民の４月分の給与（月例給）を精密に比較して得られた公民の給与較差を解消することを基本に勧告を行っています。また、特別給（ボーナス）の過去1年間の支給実績を精確に把握し、その結果得られた年間支給割合に奈良県職員の特別給（期末・勤勉手当）の年間支給月数を合わせることを基本に勧告を行っています。



                                                    《役職段階》《役職段階》《役職段階》《役職段階》                    《学歴区分》《学歴区分》《学歴区分》《学歴区分》                        《年齢階層》《年齢階層》《年齢階層》《年齢階層》                        《民間給与総額（Ａ）》《民間給与総額（Ａ）》《民間給与総額（Ａ）》《民間給与総額（Ａ）》                                《職員給与総額（Ｂ）》《職員給与総額（Ｂ）》《職員給与総額（Ｂ）》《職員給与総額（Ｂ）》    
                                                                                                                                                              
 

    

 

  

 

 奈 良 県 職 員 
（事務・技術職員） 

１級 （主事） ２級 （主任主事） ３級・４級 （主査、係長） ５級・６級 （課長補佐、課長） ７級・８級 （困難課長、部次長） ９級 （部長） 

２２・２３歳 ２０・２１歳 １８・１９歳 １６・１７歳 
大学卒 短大卒  高校卒 中学卒 

 役職段階ごとに、「１級（主事）」と同様、学歴区分別、年齢階層別に民間給与及び職員給与を算定 突 合
突 合突 合
突 合
突 合

職員給与×職員数 職員給与×職員数 
職員給与×職員数 職員給与×職員数 職員給与×職員数 

民間給与総額÷職員総数 ＝ ３８０，６９４円(ａ)  職員給与総額÷職員総数 ＝ ３７９，８０２円(ｂ) 本年の公民較差 ８９２円（０．２３％） （算定方法＝（ａ）－（ｂ）） 

民間給与×職員数 
民間給与×職員数 民間給与×職員数 民間給与×職員数  

民間給与×職員数  

民間給与との比較（ラスパイレス比較）においては、個々の奈良県職員に民間の給与額を支給したとすれば、これに要する支給総額（A）が現に支払っている支給総額（B）に比べてどの程度差があるかを算出しています。具体的には、以下のとおり、役職段階、学歴区分、年齢階層別の奈良県職員の平均給与と、これと条件を同じくする民間の平均給与のそれぞれに奈良県職員数を乗じた総額を算出し、両者の水準を比較しています。
１１１１----③③③③ 民間給与との比較方法民間給与との比較方法民間給与との比較方法民間給与との比較方法((((ラスパイレス比較ラスパイレス比較ラスパイレス比較ラスパイレス比較))))



１１１１----④④④④ 民間給与との較差に基づく給与改定民間給与との較差に基づく給与改定民間給与との較差に基づく給与改定民間給与との較差に基づく給与改定

本年の民間給与との較差を解消するため、以下のとおり改定を行うこととしました。

【月例給の公民較差月例給の公民較差月例給の公民較差月例給の公民較差】】】】

県職員給与

379,802円

比較

民間給与

380,694円

較差 892円

(0.23%)

0.23%の較差解消のため

引上げ改定

0.23%の較差解消のため

引上げ改定



１１１１----⑤⑤⑤⑤ 本年の給与改定本年の給与改定本年の給与改定本年の給与改定

１１１１ 給料表給料表給料表給料表

人事院勧告に準拠することを基本に改定

・世代間の給与配分の見直しの観点から若年層に重点を置いて引上げ（平均改定率０.２％）

・初任給については民間との間に相当の差が生じていることを踏まえ、2,000円引上げ

２２２２ 初任給調整手当初任給調整手当初任給調整手当初任給調整手当

医療職給料表(一)の改定状況を勘案し所要の改定

３３３３ 期末・勤勉手当期末・勤勉手当期末・勤勉手当期末・勤勉手当

民間の特別給の支給割合に見合うよう、支給月数を0.15月分引上げ 3.95月→4.10月分

引上げ分は、勤務実績に応じた給与を推進するため、勤勉手当に配分

４４４４ 実施時期実施時期実施時期実施時期

給料表及び初任給調整手当：平成26年4月1日

期末・勤勉手当：平成26年12月1日

◇◇◇◇ 通勤手当通勤手当通勤手当通勤手当

通勤のため自動車等を使用する職員に係る手当については、職員の現行の手当額が民間における支給額を下回っている距離

区分があることや国及び他の都道府県の動向を踏まえ、取扱いの検討が必要

勧告事項勧告事項勧告事項勧告事項

その他検討すべき事項その他検討すべき事項その他検討すべき事項その他検討すべき事項



(注)１.給与月額欄は、特例条例による給与減額措置がないものとした場合で算出。

２.モデル給与例の給与月額は、給料、扶養手当、管理職手当及び地域手当（下記参照）を基礎に算出。

○ 地 域 手 当 ： 本庁勤務５．０％

○ 管理職手当 ： 課長（76,７００円）、部次長（103,700円）、部長（128,900円）

１１１１----⑥⑥⑥⑥ モデル給与例モデル給与例モデル給与例モデル給与例

月額 年間給与 月額 年間給与（円） （円） （円） （円） （円）主　　事(高卒新採） 18歳 独　身 151,725 2,415,000 153,825 2,472,000 57,000主　　事(大卒新採） 22歳 独　身 187,740 2,989,000 189,840 3,051,000 62,000主　　事 25歳 独　身 206,745 3,291,000 208,635 3,353,000 62,000主任主事 30歳 配偶者 267,855 4,246,000 269,430 4,310,000 64,000主　　査 35歳 配偶者、子１人 332,745 5,331,000 334,110 5,403,000 72,000主　　査 40歳 配偶者、子２人 388,920 6,297,000 390,180 6,378,000 81,000係　　長 45歳 配偶者、子２人 416,745 6,751,000 417,795 6,833,000 82,000課長補佐 50歳 配偶者、子２人 450,450 7,292,000 450,450 7,361,000 69,000課　　長 － 配偶者、子１人 546,000 8,601,000 546,000 8,677,000 76,000部次長 － 配偶者 613,095 9,969,000 613,620 10,077,000 108,000部　　長 － 配偶者 688,485 11,232,000 689,010 11,354,000 122,000

年間給与額の差区分 年齢 家族構成 勧告前 勧告後



１１１１----⑦⑦⑦⑦ 最近の給与勧告の実施状況最近の給与勧告の実施状況最近の給与勧告の実施状況最近の給与勧告の実施状況県職員の給与は、民間賃金が厳しい状況にあったことを反映して、月例給又は特別給の減額による年間給与の減少又は据置きが続いていましたが、本年は、平成19年以来７年ぶりに年間給与が増額となりました。改定内容”＋”ﾌﾟﾗｽ改定”▲”ﾏｲﾅｽ改定”－”改定なし 公 民 較 差 改 定 後 特別給 平均年間給与 備 考年 額 率 額 率 すき枠 改定前 改定後 差 額 率月例給 特別給 円 ％ 円 ％ 円 月 月 月 円 ％２６ ＋ ＋ 892 0.23 875 0.23 17 3.95 4.10 0.15 72,000 1.2・月例給、特別給ともに７年振りの引上げ改定・平成２７年度以降給与制度の総合的見直し２５ － － 48 0.01 0 0.00 48 3.95 3.95 0.00 0 0.0・２年連続、月例給・特別給とも改定見送り（特別給改定見送りは３年連続）２４ － － ▲ 135 ▲ 0.04 0 0.00 ▲ 135 3.95 3.95 0.00 0 0.0・月例給・特別給とも改定見送り（特別給改定見送りは２年連続）２３ ▲ － ▲ 952 ▲ 0.25 ▲ 1,154 ▲ 0.30 202 3.95 3.95 0.00 ▲ 19,000 ▲ 0.3・月例給は３年連続引下げ・特別給は３年ぶりの改定見送り２２ ▲ ▲ ▲ 383 ▲ 0.10 ▲ 402 ▲ 0.10 19 4.15 3.95 ▲ 0.20 ▲ 88,000 ▲ 1.4・２年連続、月例給、特別給ともに引下げ(同時引下げは、２年連続４度目(H14､15､21､22))・特別給が4.0月を下回ったのは、昭和38年の3.9月以来、47年ぶり２１ ▲ ▲ ▲ 1,161 ▲ 0.29 ▲ 1,130 ▲ 0.28 ▲ 31 4.50 4.15 ▲ 0.35 ▲ 163,000 ▲ 2.4・４年振りに月例給の引下げ改定・特別給は６年振りに引下げ改定（過去最大の0.35月引下げ改定）２０ － － 293 0.07 0 0.00 293 4.50 4.50 0.00 0 0.0・月例給・特別給とも改定見送り１９ ＋ ＋ 1,308 0.32 1,302 0.31 6 4.45 4.50 0.05 42,000 0.6・６年振りに月例給の引上げ改定・特別給は0.05月の引上げ改定１８ － － ▲ 272 ▲ 0.07 0 0.00 ▲ 272 4.45 4.45 0.00 0 0.0・月例給・特別給とも改定見送り１７ ▲ ＋ ▲ 1,798 ▲ 0.43 ▲ 1,475 ▲ 0.36 ▲ 323 4.40 4.45 0.05 ▲ 3,000 ▲ 0.04・２年振りに月例給の引下げ改定・特別給は0.05月の引上げ改定・平成１８年度以降給与構造の見直し１６ － － ▲ 147 ▲ 0.04 0 0.00 ▲ 147 4.40 4.40 0.00 0 0.0・月例給・特別給とも改定見送り・６年振りに年間給与が前年水準を維持１５ ▲ ▲ ▲ 4,519 ▲ 1.08 ▲ 4,517 ▲ 1.08 ▲ 2 4.65 4.40 ▲ 0.25 ▲ 184,000 ▲ 2.6・５年連続年間給与の減少（過去最大）・２年連続のマイナス勧告１４ ▲ ▲ ▲ 8,627 ▲ 2.04 ▲ 8,605 ▲ 2.04 ▲ 22 4.70 4.65 ▲ 0.05 ▲ 171,000 ▲ 2.4・４年連続年間給与の減少・給与勧告制度創設以来初のマイナス勧告１３ ＋ ▲ 299 0.07 299 0.07 0 4.75 4.70 ▲ 0.05 ▲ 18,000 ▲ 0.3・３年連続年間給与の減少・特例一時金１２ ＋ ▲ 499 0.12 491 0.12 8 4.95 4.75 ▲ 0.20 ▲ 77,000 ▲ 1.1・２年連続年間給与の減少１１ ＋ ▲ 1,019 0.25 957 0.24 62 5.25 4.95 ▲ 0.30 ▲ 105,000 ▲ 1.5 (この当時、特別給の下げ幅0.30月は過去最大）



２２２２----①①①① 給与制度の総合的見直しの概要給与制度の総合的見直しの概要給与制度の総合的見直しの概要給与制度の総合的見直しの概要

１１１１ 見直しの方針見直しの方針見直しの方針見直しの方針

・ 公務としての近似性・類似性を重視して国に準じることを基本に見直し

・ 雇用と年金の接続を図るという国との共通の課題に対応するため、世代間の給与配分を見直し

・ 地域の民間賃金水準を反映させる地域手当の級地区分及び支給割合の見直し

・ 職員の職務や負担に応じた手当の手当額の引上げ等を検討

２２２２ 給料表及び手当の見直しの内容給料表及び手当の見直しの内容給料表及び手当の見直しの内容給料表及び手当の見直しの内容

給料表給料表給料表給料表 人事院勧告に準拠することを基本に改定

・主に50歳台の職員が在職する高位号給に重点を置いて引き下げ、初任給に係る１級などについて引下げを

行わず、昇給機会の確保の観点から一部の級について８号給を増設

・ただし、医療職給料表(一)については改定なし

地域手当地域手当地域手当地域手当 級地区分：級地区分：級地区分：級地区分：人事管理等を考慮した現行の区分を尊重しつつ、国の指定基準に変更があった地域は見直し

支給割合：支給割合：支給割合：支給割合：給料表の改定に伴い、地域の民間賃金水準を反映させるため見直し

単身赴任手当単身赴任手当単身赴任手当単身赴任手当 基礎額：基礎額：基礎額：基礎額：民間の支給実態や国の改定状況等を踏まえ7,000円引上げ（現行23,000円から）

加算額：加算額：加算額：加算額：年間12回の帰宅回数相当の額に引き上げるなどの見直しが必要

国に準じて、再任用職員に対しても支給

管理職員特別勤務手当管理職員特別勤務手当管理職員特別勤務手当管理職員特別勤務手当 臨時又は緊急の必要等により、週休日等以外の日の午前０時から午前５時までの間に勤務した場合

には、勤務1回当たり6,000円を超えない範囲内の額の手当支給を検討

３３３３ 実施時期等実施時期等実施時期等実施時期等

給料表及び諸手当の見直し給料表及び諸手当の見直し給料表及び諸手当の見直し給料表及び諸手当の見直し 平成27年４月１日から実施

※給料表の引下げに際しては、平成27年４月から３年間の経過措置を検討し、併せて、諸手当の見直しについても、

３年間の計画的・段階的な実施を検討



２２２２----②②②② 地域手当の新旧対照地域手当の新旧対照地域手当の新旧対照地域手当の新旧対照

【 現行 】】】】

級 地 支 給 地 域 支給割合一級地 東京都の特別区 100分の14二級地 奈良市 大和郡山市 100分の５三級地 大和高田市 天理市 橿原市生駒市 100分の４四級地 桜井市 御所市 香芝市葛城市 宇陀市 生駒郡平群町生駒郡三郷町 生駒郡斑鳩町生駒郡安堵町 磯城郡川西町磯城郡三宅町 磯城郡田原本町北葛城郡上牧町 北葛城郡王寺町北葛城郡広陵町 北葛城郡河合町
100分の３

級 地 支 給 地 域 支給割合一級地 東京都の特別区 100分の16二級地 奈良市 大和郡山市 100分の７三級地 大和高田市 天理市 橿原市生駒市 香芝市 葛城市生駒郡平群町 生駒郡三郷町生駒郡斑鳩町 生駒郡安堵町北葛城郡上牧町 北葛城郡王寺町北葛城郡広陵町 北葛城郡河合町
100分の６

四級地 桜井市 御所市 宇陀市磯城郡川西町 磯城郡三宅町磯城郡田原本町 100分の５

【 見直し後 】】】】

備考１．支給地域欄に掲げる地域以外の地域には、当分の間、100分の３の支給割合を適用するものとする。２．医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、当分の間、100分の15の支給割合を適用するものとする。
備考１．支給地域欄に掲げる地域以外の地域には、当分の間、四級地と同じ支給割合を適用するものとする。２．医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、当分の間、100分の16の支給割合を適用するものとする。


